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【 請 求 項 １ 】 患 者 か ら の 通 信 を 受 信 す る 受 信 手 段 と
、 前 記 患 者 を 識 別 す る 患 者 識 別 手 段 と 、 識 別 さ れ た 前 記 患 者 に 対 し て 対 応 可 能 な 医 師 を 選
択 す る 医 師 選 択 手 段 と 、 前 記 患 者 の 医 療 情 報 デ ー タ を 前 記 医 師 に 送 信 す る 送 信 手 段 、

医 療 情 報 通 信 シ ス テ ム 。
前 記 医 師 選 択 手 段 が 、 前 記 患 者 の 担 当 医 師 が 対 応 可 能 か 否 か を 判 別 し 、 前

記 担 当 医 師 が 対 応 可 能 な 場 合 は 該 担 当 医 師 を 選 択 し 、 前 記 担 当 医 師 が 対 応 不 可 の 場 合 は 対
応 可 能 な 第 ２ の 医 師 を 選 択 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 医 療 情 報 通 信 シ ス テ ム
。

患 者 の 居 所 に 設 置 す る 端 末 装 置 に よ り

転 送
手 段 、 と を 有 す る 医 療 情 報 通 信 シ ス テ ム で あ っ て 、 前 記 送 信 手 段 が 、 前 記 医 師 選 択 手 段 に
て 選 択 さ れ た 医 師 へ の 連 絡 先 を 前 記 患 者 へ 送 信 す る も の で あ り 、 前 記 転 送 手 段 は 、 前 記 患
者 か ら の 通 信 を 前 記 医 師 選 択 手 段 に て 選 択 さ れ た 医 師 へ 転 送 す る も の で あ り 、
前 記 端 末 装 置 は 、 第 １ の 回 線 番 号 を 記 憶 す る 第 １ 記 憶 手 段 と 、 接 続 先 か ら の 送 信 デ ー タ を
記 憶 す る 第 ２ 記 憶 手 段 と 、 回 線 の 接 続 ・ 切 断 処 理 お よ び デ ー タ 送 受 信 処 理 を 行 う 回 線 制 御
手 段 と を 備 え 、 前 記 回 線 制 御 手 段 は 、 操 作 者 の 操 作 に よ り 、 前 記 第 １ 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ
た 回 線 番 号 に 発 呼 処 理 を 行 い 、 ま た 、 接 続 先 か ら の 送 信 デ ー タ を 前 記 第 ２ 記 憶 手 段 へ 送 り
、 前 記 第 ２ 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 回 線 番 号 に 発 呼 処 理 を 行 う こ と を 特 徴 と す る ２ ４ 時 間 連
携 体 制 の
【 請 求 項 ２ 】  
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